
議第69号

富上市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改

正する条例制定について

富士市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定するものとする。

令和8年6月 12日提出

富士市長 金指祐樹
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富士市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

年

第
例

日禾令
条（
 

月
、
＼
ー
／
’

日

号

富士市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成 18年富士市条例第 35号）

の一部を次のように改正する。

第9条を第 10条とし、第 8条を第 9条とし、第 7条を第 8条とし、第6条の次に次の 1条を加

える。

（添付書面等の省略）

第 7条 巾請等をする者に係る住民栗の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証

明書その他の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 15 1号）

第 11条に規定ずる政令（以下「政令」という。）で定める書面等であって当該申請等に関ずる条

例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した

個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、

直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手

し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

-51-



議第70号

富士市税条例の一部を改正する条例制定について

富士市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和8年6月12日提出

富士市長 金指祐樹
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富士市税条例の一部を改正する条例

年

第
例

日禾令
条（
 

月
、
＼
ー
／
’

日

号

富士市税条例（昭和 61年富士市条例第 32号）の一部を次のように改正する。

第23条の 2第2項中「附則第 5条の 6第2項」を「附則第 5条の 6第3項又は第4項」に改め

る。

第27条第 1項ただし書中「及び第 28条の 3第 1項」を「並びに第 28条の 3第 1項及び第 2

項第4号」に改める。

第28条の 2第 1項第 2号中「除き、」を～除く。次条第 1項第 2号において同じ。） （」に改

め、 「。次条第 1項において同じ」を削り、同条第 5項中「次条第4項」を「次条第 5項」に改め

る。

第 28条の 3第 1項を次のように改める。

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支払者（所

得税法第 20 3条の 6第 1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金

等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次

項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。

(1) 所得税法第 20 3条の 6第 1項の規定により同項に規定する印告書を提出しなければならな

い者

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第 20 3条の 7の規定の適用を受けるものを除く。）

の支払を受ける第 12条第 1項第 1号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納悦義務者

（合計所得金額が 90 0万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計

所得金額が 95万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第 3号において同じ。）

（退職手当等（第48条に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所

得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢 16歳末満の者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が 85万円以下であるものに限る。）を有する者

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第 20 3条の 7の規定の適用を受けるものに限る。）

の支払を受ける第 12条第 1項第 1号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金
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等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第48条

の9の7の3に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親

に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢 16歳未満の者又は控除対象扶養親族に

限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が 85万円以下であるものに限る。）を有する者

第28条の 3第5項中「第 3項」を「第4項」に改め、同項を同条第 6項とし、同条第4項中「第

4 8条の 9の7の3」を「第48条の 9の8」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 3項を同条

第4項とし、同条第 2項中「前項」を「第 1項」に、 「法第 31 7条の 3の3第 1項の規定による

申告書に」を「同条第 1項の規定による申告書に」に、 「法第 31 7条の 3の3第 1項の規定によ

る申告書を提出する」を「同条第 1項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第 3項

とし、同条第 1項の次に次の 1項を加える。

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公的年金等支払者の名称

(2) 公的年金等受給者が、法第 31 4条の 2第 1項第6号に規定する特別障害者又はその他の障

害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合

にはその旨

(3) 特定配偶者の氏名

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名

(5) その他施行規則で定める事項

第 71条中「が上地」の次に「又は家屋」を加え、 「、家屋にあっては 20万円」を削り、

「15 0万円」を「 18 0万円」に改める。

附則第8条中「から令和 9年度まで」を「以後」に改める。

附則第 9条の 3第 1項中「令和 20年度」を「令和 25年度」に、 「令和 7年」を「令和 12年」

に改める。

附則第9条の 4中「又は附則第 31条の 3の2第 1項」を「、附則第 31条の 2の3第 1項又は

附則第 31条の 3の2第 1項」に、 「附則第 5条の 6第2項」を「附則第 5条の 6第3項又は第4

項」に改める。

附則第 11条の 2中「附則第 7条の 2第4項」の次に「（法附則第 7条の 3第3項又は第4項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。

附則第 12条の 2第 9項から第 12項までの規定中「 3分の 2」を「 2分の 1」に改め、同条第

1 3項中「 7分の 6」を「 5分の 3」に改め、同条第 14項及び第 15項中「4分の 3」を「 3分
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の2」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 1 法附則第 15条の 11第 1項に規定する市町村の条例で定める割合は 3分の 1とする。

附則第29条第 2項中「附則第 34条の 2第5項」を「附則第 34条の 2第6項」に、 「附則第

3 4条の 2第 10項」を「附則第 34条の 2第 12項」に改め、同条に次の 1項を加える。

4 第 1項（第 2項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務者が、租税

特別措置法第 31条の 2第2項第 13号から第 15号までに掲げる士地等の譲渡に該当するもの

をしたときにおけるその誤渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和

3 3年法律第 30号）第 3条第 1項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（昭和44年法律第 57号）第 3条第 1項の急傾斜地崩壊危険区域、士砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号）第 9条第 1項の土

砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成 15年法律第 77号）第 56条第 1

項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第 1項又は第 2項に規定する優良

住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

附則第 31条の 2の3から第 31条の 3までを次のように改める。

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第31条の 2の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第 38条の 2第 1項

に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所

得については、第 18条第 1項及び第 2項前びに第 21条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の当該事業所得の金額、謡渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第 18条の 6

の4で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額（次項第 1号の規定により読み替えて適用される第 20条の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）をいう。）の 10 0分の 3に相当する金額に相当する市民税の所得

割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第 20条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、 「総所得金額、附則

第31条の 2の3第 1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第23条から第 24条まで、第 24条の 2第 1項、附則第 9条第 1項及び附則第 9条の 3第

1項の規定の適用については、第 23条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

3 1条の 2の3第 1項の規定による市民税の所得割の額」と、第 23条の 2第 1項前段、第
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2 4条、第 24条の 2第 1項、附則第 9条第 1項及び附則第 9条の 3第 1項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第 31条の 2の3第 1項の規定による市民悦の所得割の額」

と、第 23条の 2第 1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 31条の 2

の3第 1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第25条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第 31条の 2の3第 1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

と、 「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第 31条の 2の3第

1項に規定する特定賠号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第 7条の規定の適用については、同条第 1項中「山林所得金額Jとあるのは「山林所得

金額並びに附則第 31条の 2の3第 1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額Jと、

同条第 2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 31条の 2の3第 1項の規

定による市民税の所得割の額Jとする。

第31条の 2の4から第 31条の 3まで 削除

附則

（施行期日）

第 1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。

(1) 第27条第 1項ただし書、第 28条の 2及び第 28条の 3の改正規定並びに附則第8条及び

附則第 9条の 3第 1項の改正規定並びに次条第 1項及び第 2項の規定 令和 9年 1月 1日

(2) 第71条の改正規定及び附則第 3条の規定 令和 9年4月 1日

(3) 第23条の 2第 2項の改正規定並びに附則第 9条の 4の改正規定（「附則第 5条の 6第2項」

を「附則第 5条の 6第3項又は第4項」に改める部分に限る。）、附則第 11条の 2及び附則

第29条の改正規定並びに次条第4項の規定 令和 10年 1月 1日

(4) 附則第 9条の 4の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第 31条の 2の3から

第31条の 3までの改正規定並びに次条第 3項及び第 5項の規定 金融商品取引法及び資金決

済に関する法律の一部を改正する法律（令和 8年法律第 号）の施行の日の属する年の翌々

年の 1月 1日

（市民税に関する経過措置）

第2条 改正後の富士市税条例（以下「新条例」という。）第 28条の 3第 1項及び第 2項の規定

は、前条第 1号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新
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条例第 28条の 3第 1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年

金等について提出したこの条例による改正前の富士市税条例第 28条の 3第 1項の規定による申

告藍については、なお従前の例による。

2 前条第 1号に掲げる規定による改正後の富士市税条例附則第 9条の 3第 1項の規定は、市民税

の所得割の納税義務者が令和 8年 1月 1日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和 8年法

律第 12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第 7条の規定による改正後の

租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第41条第 1項に規定する居住用家屋（同条第 16 

項の規定により同条第 1項に規定する届住用家屋とみなされる同条第 16項に規定する特例居住

用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第 17項の規定により同条第 1項に規定する既存住宅

とみなされる同条第 17項に規定する特例既存住宅及び同条第 35項の規定により同条第 1項に

規定ずる既存住宅とみなされる同条第 35項に規定ずる要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改

築等をした家屋（同条第 17項の規定により同条第 1項に規定する増改築等をした家屋とみなさ

れる同条第 17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築

等に係る部分に限る。）又は同条第 6項に規定する認定住宅等（同条第 18項の規定により同条

第 6項に規定する認定住宅等とみなされる同条第 18項に規定する特例認定住宅等を含む。）を

同条第 1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得

割の納税義務者が同 H前に所得悦法等改正法第 7条の規定による改正前の租税特別措置法第41 

条第 1項に規定する居住用家屋（同条第20項の規定により同条第 1項に規定する居住用家屋と

みなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第 35項

の規定により同条第 1項に規定する既存住宅とみなされる同条第 35項に規定する要耐震改修住

宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第 10 

項に規定する認定住宅等（同条第 21項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなさ

れる同条第 21項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第 1項の定めるところによりその

者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の富士市悦条例附則第 9条の 4の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日（以下この項及び第 5項において「4号施行日」という。）の属する年度の翌年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、 4号施行日の属する年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。

4 新条例附則第 29条第4項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第 3号に掲げる規定

の施行の日以後に行う新条例附則第 29条第 1項の土地等の譲渡について遥用する。
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5 新条例附則第 31条の 2の3の規定は、 4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第3条 新条例第 71条の規定は、令和 9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 8

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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議第71号

富上市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

富士市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和8年6月 12日提出

富上市長 金指祐樹
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富士市介護保険条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市介穫保険条例（平成 12年富士市条例第 21号）の一部を次のように改正する。

月
、
＼
ー
／
’

日

号

附則に次の 1条を加える。

（令和 8年度の保険料の減免の特例）

第 13条 市長は、令和 8年度分の保険料について、第 11条第 1項及び第 2項の規定にかかわら

ず、市長が特に必要と認める者に対し、申請によらずに減免することができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第72号

富上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について

富士市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和8年6月 12日提出

富上市長 金指祐樹
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富士市自転車駐車場条例の一部を改正する条例

年

第
例

日禾令
条（
 

月
、
＼
ー
／
’

日

号

富士市自転車駐車場条例（昭和 55年富士市条例第 13号）の一部を次のように改正する。

第 2条の表中「富士市中之郷85 6番地の 58」を「富士市中之郷 12 2 8番地の 2」に、「富士

市下横割 32番地の 17」を「富士市上横割 62番地の 3地先」に改め、同表に次のように加える。

富士市水戸島元町原動機付自転車駐車場 1富士市水戸島元町8番 13号

第 3条を次のように改める。

（駐車することができる車両）

第 3条 駐車場に駐車することができる車両は、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、当該各号

に定める車両とする。

(1) 富士市富士駅西自転車駐車場及び富士市富士駅東第 2自転車駐車場 道路交通法（昭和 35 

年法律第 10 5号）第 2条第 1項第 11号の 2に規定する自転車（以下「自転車」という。）

(2) 富士市水戸島元町原動機付自転車駐車場 道路交通法第 2条第 1項第 10号に規定する原動

機付自転車 (2輪のものに限る。以下「原動機付自転車」という。）

(3) その他の駐車場 自転車及び原動機付自転車

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第73号

富上市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について

富士市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。

令和8年6月 12日提出

富士市長 金指祐樹
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富士市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

年

第
例

日禾令
条（
 

月
、
＼
ー
／
’

日

号

富士市病院事業使用料及び手数料条例（昭和 59年富士市条例第 29号）の一部を次のように改

正する。

別表第 1正常分べん料の項中

3 双生児等は、 1児増すごとに

3 双生児等は、 1児増すごとに 正常分べん料から掛金相当額

正常分べん料から掛金相当額 を差し引いた額の 2分の 1の
を I I に改める。

を差し引いた額の 2分の 1の 額及び掛金相当額を加算する。

額及び掛金相当額を加算する。 4 無痛分べんを行った場合は、

160, 000円を加算する。

附則

この条例は、令和 8年 9月 1日から施行する。
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